
 

 

 
 

 

報道機関各位 

 

証明書自動交付機を本庁及び各総合支所に設置 
 

来庁者の利便性向上及び新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、マイナ

ンバーカードで行政証明書が発行できる証明書自動交付機を、本庁及び各総合支所

に設置します。 
 

記 
 

１ 証明書自動交付機とは 

地方公共団体情報システム機構が提供する証明書等自動交付サービスにより、

行政証明書をコンビニエンスストア等で発行するためのキオスク端末です。 
 

２ 発行できる行政証明書 

住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、課税(非課税)証明書、

所得証明書（控除あり・控除なし）の発行が可能です。 
 

３ 利用開始日 

２月１日（月） 
※御津総合支所は、御津総合支所等複合施設の供用開始日(２月８日(月))から開始します。  

 

４ 設置施設及び利用日時 

施 設 名 利用日時 

たつの市役所本庁 開庁日の８時 30分から１８時まで 

新宮総合支所 土、日、祝日を含む８時から１８時まで 

ただし、金曜日は８時から１９時まで 
揖保川総合支所 

御津総合支所 
※利用日時は、年末年始(12月 29日～１月３日)及びシステムメンテナンス日を除きます。 

 

５ 導入により期待できる効果 

（１）窓口等の緩和 
・申請書の記入が不要になり、窓口に並ぶことなく住民票等を取得することができる。 

・証明書自動交付機の利用説明や周知等を行うことにより、コンビニエンスストア等で

の証明書取得に誘導する。 

（２）新型コロナウイルス感染症拡大防止対策 
・市民待合コーナーや窓口の人を分散することで３密を軽減する。 

・窓口での不特定多数の接触を避ける。 

・庁舎内の滞在時間の短縮を図る。 

（３）マイナンバーカードの普及促進 
・マイナンバーカードを所有するメリットをＰＲすることにより、マイナンバーカード

の取得を促進し、普及率の向上を図る。 

 

６ その他 

４月１日(木)から、証明書自動交付機による証明書発行手数料を１通 300円か

ら 200円に減額します。 

たつの市定例記者会見資料 

発表年月日 令和３年１月５日(火) 

担 当 課 総務部情報推進課 

電   話 0791-64-3203 


